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２０１０年度　山口ブロック協議会
総務広報渉外委員会
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「褒賞の栞」によせて

2010年度（社）日本青年会議所
中国地区　山口ブロック協議会
会　　長　水田　徹郎
我々は地域において、人と向き合い、地域と向き合い、「明るい豊かな社会」の創造を推し進めて行く責任があります。青年会議所が青年会議所としての役割を果たし、有るべき姿で存在し続けるその最も有効な手段として、事業があります。青年会議所にとっての事業とは、地域における諸問題を掘り起し、課題に即した事業を地域の人達を巻き込んで展開し、信ずる思いや、情熱を事業に乗せて発信する事が、その責務を果たす事であると考えます。
今後地域において青年会議所が益々必要とされる時代に入り、同時に行われる事業の質が問われる時代にも足を踏み入れた所であり、直接事業に携わる者として更に切磋琢磨し、まちづくり、ひとづくりを行っていく事が急がれている今日、ブロック褒賞を通し研鑽に努めてまいりたいと強く願っております。
このブロック褒賞制度の趣旨目的は事業に優劣をつけ一喜一憂するのではなく、広く我々が事業展開していく為の研究課程に位置しておるものです。2010年度山口ブロック協議会は「14青年会議所のために存在すると」お伝えして参りました事に責任を持って、長く先輩方より引き継がれて来ました、このブロック褒章制度に今年度は多くの地域の声を交え「今後の事業はどうあるべきなのか？」「今、青年会議所に求められる物は何なのか？」という物を追及しLOMの垣根を越えた情報交換を行って行きたいと考えております。
結びになりますが、これからの山口県下14青年会議所が地域から頼られる組織として発展していく為に、皆様の力を結集し、情熱を注がれた証である事業を一つでも多くエントリーして頂く事を祈念し「褒賞の栞」発刊によせての挨拶とさせて頂きます
「褒賞の栞」発刊にあたり

2010年度（社）日本青年会議所

中国地区　山口ブロック協議会

総務広報渉外委員長　秋山　貴文
　山口ブロック協議会ではこれまで、ブロックという枠組みにおいて「褒賞」が行われてまいりました。県内１４ＬＯＭにおける理想社会実現に向けた活動や運動は事業という形で毎年数多く実施されその内容も多岐にわたり様々であります。
　昨年の褒賞におきまして外部より一般審査員に多数の出席を頂き好評を得る事となりました。その中で我々の活動、また青年会議所について評価された訳でありますが、それらについて認識度という現状から情報の発信、また社会情勢に伴うこれまで以上の事業の充実という課題も出てまいりました。
　本年度「褒賞」を担当する委員会として、県内１４ＬＯＭの活動促進の一助となる事業実施を心がけてまいります。多くの方に本栞をご活用頂き、更なる躍進を祈念いたしまして発刊にあたりご挨拶とさせていただきます。
１．褒賞の種類及び対象とする事業内容

（１）褒賞の種類

　グランプリ　　「対内・外事業最高得点事業」・・・各１事業（合計２事業）
準グランプリ　「対内・外事業２位得点事業」・・・各１事業（合計２事業）
会長特別賞　　「対外事業の中で、これからを期待される記憶に残る事業」
・・・1事業












（２）対象とする事業（カテゴリー）
　対外事業の対象　
・ 地域開発事業
・地域への貢献及び活性化を目的とし、展開された事業

・まちの特性を活かした文化に関し、展開された事業
・事業を継続的に発展し、進化させている事業
・地域問題、環境問題に対して実践し、展開された事業
・その他類似事業
・ 教育・青少年関係事業
・健全な青少年育成を目的に展開されている事業

・家庭・地域・学校を含む教育全般に関して展開された事業
・未来を担う子供達に喜びや希望を与えることを目的に展開された事業
・体験学習や創造教育を目的に展開された事業（総合学習）

・ 国際開発事業
・姉妹ＪＣや他海外ＬＯＭとの交流を通じて国際的に発展されている事業

・国内外問わず国際的に展開された事業

・国際的理解の促進を展開された事業

　対内事業の対象　
・ 会員開発事業
・人間力開発を目的とし、展開された（研修）事業

・会員研修及び指導力開発等を通じて展開された事業
・その他類似事業
・ 会員拡大・広報活動事業
・会員拡大を通じて展開された事業

・新しい切口で会員拡大を展開された事業　
・会員拡大の手法とその成果が優良であったＬＯＭ
・事業のＰＲや会員拡大等の目的で有効な広報活動を展開されたＬＯＭ
２．審査スケジュール

　　　













３．申請要項
（１）対象期間

２００９年９月２日(水)から２０１０年９月１日(水)までに実施された事業

（２）対象事業

上記期間内で正規の書式に則り行われた事業
（３）申請単位
　　　各ＬＯＭ事業単位での申請とする
（共催事業の場合は代表ＬＯＭが申請を行う）
（４）登録申請
　　　褒賞に登録申請する事業は、前項の審査スケジュールに記載された日時までに必要資料を全て提出しなければならない。公正を期するため提出後の訂正や規定容量を超えた申請、時間を守らない提出の受付はできません。
　　　１次審査を通過し２次審査に進む対外事業については、２次審査用書類を期限までに再提出してくことが可能です。
４．登録申請必要資料内容

※　対外事業のケース

（1） ａ）褒賞登録申請・概要書（以下申請書）
※理事長印の捺印は必ずお願いします。

※申請書は、本栞巻末の原稿書式を使用すること。
（マイクロソフト社　Word2000以上）
※用紙サイズはＡ４版とし、白黒（カラー不可）とする。
※使用する文字のフォントは１０．５ポイントし、書体はMS明朝体、全角とし、

空白を含みます。
※１次審査を通過した事業のみ、２次審査用の事業概要書（P１４、１５）及びアルバムを再提出していただくことが可能です。文字数の規定がある箇所の規定を守って下さい。
（２）ｂ）アルバム
　　・ 事業内容を説明するアルバムを「Power Point」にて作成下さい。

　　　　（書類審査時の参考、一般審査時に事業説明＜プレゼンテーション＞を行っていただく際に使用します。「Power Point 2003」に統一させていただきます。）
・ 容量は５ＭＢ以内とします。
　　（規定を超えたアルバムの受付はできません。）
上記登録申請必要資料、申請書・概要書（紙資料）２部ずつとａ）ｂ）を記録したＣＤ２枚を申請団体、事業名及び申請部門が分かるようにして提出して下さい。
※　対内事業のケース

（１）ａ）褒賞登録申請・概要書（以下申請書）

※理事長印の捺印は必ずお願いします。

※申請書は、本栞巻末の原稿書式を使用すること。

（マイクロソフト社　Word2000以上）

※用紙サイズはＡ４版とし、白黒（カラー不可）とする。

※使用する文字のフォントは１０．５ポイントし、書体はMS明朝体、全角とし、空白を含みます。
※文字数の規定がある箇所の規定を守って下さい。

（２）ｂ）写真１０枚

　　・ 事業内容を説明する写真をＨＴＭＬ形式にて提出して下さい。

　　　　（ネット審査時の参考、ＨＰ上にて事業の写真と概要書等をアップロードする際に使用します。フォルダ名、ファイル名を必ず半角英数にて表記してください）

・ 容量は５ＭＢ以内とします。

　　（規定を超えたアルバムの受付はできません。）

上記登録申請必要資料、申請書・概要書（紙資料）２部ずつとａ）ｂ）を記録したＣＤ２枚を申請団体、事業名及び申請部門が分かるようにして提出して下さい。

５．審査規定
（1） １次審査
ａ）対外事業
① 実施日時　　　：２０１０年９月１２日（日）９：００～
② 実施場所　　　：美祢商工会館
③ 審査員会構成　：２０１０年度　山口ブロック協議会　７委員会の中から

　　　　　　　　　　各ＬＯＭ二人ずつになるように調整。

１４ＬＯＭ×２　計２８名
④ 審査方法
・ 提出された申請書及びアルバム(プレゼンテーション)を参考に上記審査員が審査・採点を行う。
ｂ）対内事業

① 実施日時　　　：２０１０年９月１５日（水）より
② 実施場所　　　：山口ブロック協議会　ホームページ上にて
③ 審査員会構成　：２０１０年度　１４ＬＯＭ理事長

　　　　　　　　　 ２０１１年度　１４ＬＯＭ理事長予定者
④ 審査方法

・ 提出された申請書及びアルバムをホームページ上にバナーを作成し、申請事業をアップロードして、それを参考に上記審査員が審査・採点を行う。また採点用紙などは事前に理事長、予定者にメールにて配信をする。
（２）２次審査（対外事業のみ）
① 実施日時　　　：２０１０年　９月２６日（日）　１３：００～
② 実施場所　　　：山口市民会館　小ホール
③ 審査員会構成　：審査委員長　山口ブロック協議会　会長　　　　　（１名）

審査委員    山口県内各地一般審査員　　　（５０名～７０名程度）
④ 審査方法

・ ２次審査に進んだ事業を申請書及びアルバム(プレゼンテーション)を参考に上記審査員が審査を行う。
・ プレゼンテーションは申請事業ごとに各ＬＯＭの事業担当委員会で行う。人員は発表者とパソコン操作係の２名以内、持ち時間は５分間とし持ち時間を越えた時点で強制終了をさせていただきます。
・ プレゼンテーションの後、３分間の質疑応答を行い採点となります。
６．採点基準
１次審査及び２次審査は下記①～⑥項目の基準で採点する。
① 目　的 ／（５点～１点）１次・２次審査適応
　 当初の目的に対して事業が明確に展開され目的の達成がなされているか。
② 企画性 ／（５点～１点）１次・２次審査適応
　 対象事業の計画された経緯は適切であるか、また企画力は優れているか。

③ 実行性 ／（５点～１点）１次審査適応
　 対象事業の展開方法や実行された事が適正であったか。
④ メンバーやＬＯＭの協力度 ／（５点～１点）１次審査適応
　 対象事業に対しメンバーの理解・協力・参加などが得られ、ＬＯＭのチームワークが発揮されているか。
⑤ ＬＯＭまたは地域社会への影響度・貢献度 ／（５点～１点）１次・２次審査適応
　 対象事業の地域社会またはメンバーへの影響度や貢献度は十分あったか。

⑥ 今後の展望と将来性 ／（５点～１点）１次・２次審査適応
　 対象事業の将来への事業拡大・継続に対する配慮や期待があるか。
⑦ 提出資料の充実度／（５点～１点）２次審査適応
　提出された申請書・アルバムが要領よくまとめられ、事業に対する想いや事業内容が十分に伝わったか。
· 文字数の確認は、①確認したい範囲を指定⇒②「Word」機能の【ツール】を選択⇒③【文字カウント】を選択すれば確認できますので、提出前に必ずご確認をお願いします。
また文字数オーバーした事業の受付けは行ないません。

７．褒賞審査結果の発表・表彰

１次審査から２次審査へ進む事業については、書類審査終了後速やかにホームページに掲載するとともに、各ＬＯＭにメール配信をいたします。（対外事業のみ）
受賞事業の発表・表彰については２０１０年度山口ブロック会員大会懇親会内に「褒賞アワード」を設け行います。
８．お問い合わせについて
「褒賞審査」に関するお問い合わせは、各ＬＯＭより出向しております総務広報渉外委員にお願いいたします。（出向者がいない場合は総務広報渉外委員長にお願いします。）
【登録申請先】

２０１０年度　山口ブロック協議会　総務広報渉外委員会

【資料送付先】下記まで郵送、または持参にてお願いします。
〒759-2212 美祢市大嶺町東分320-3 美祢市商工会館内
  社団法人　美祢青年会議所
　山口ブロック協議会　総務広報渉外委員会　委員長　秋山　貴文　宛

TEL：0837-53-1666  FAX：0837-52-1237（ＬＯＭ事務局）
褒賞登録申請・概要書　書式

＊１申請につき２部ご提出下さい。
＊登録申請の受付期限　２０１０年９月８日（木）２０：００　 締切

社団法人　日本青年会議所 山口ブロック協議会

褒  賞  登　録　申  請　書

２０１０年　　月　　日

社団法人　日本青年会議所

山口ブロック協議会
会長　水田　徹郎　殿
社団法人日本青年会議所　山口ブロック協議会　褒賞規程に基づき、褒賞申請いたします。

エントリー　　：　　　対内事業・対外事業　　 
該当事業項目　：　　　　　　　　　　事業　　
ふりがな　　　　

事業名称　：   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      

実  施　日　：　　　　年　　　　月　　　日　　　LOM全会員　　名中　　　名　参加
ふりがな　 　　　　　　　　　　　　　　　　ふりがな

申請ＬＯＭ　： （社） 　　青年会議所　　　　　理事長　:　　  　　　　　　　 印   
ふりがな

担当委員会　：  　　　　 　　　委員会
ふりがな

申請担当者名　： 　　　　 　　　　　　　　　　ＬＯＭ役職　：　　　　　　　　　　　　

連絡先(携帯)　：　　　　　　　　　　　　　　　Ｅ‐mail　　：　　　　　　　　　　

                 社団法人日本青年会議所 山口ブロック協議会  褒賞

                               概　要　書
事業内容（各項目とも文字数制限内でお願いします、使用する文字のフォントは１０．５ポイントし、書体はMS明朝体、全角とし空白を含みます。）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 申請事業の名称又は総称：

１． 事業の目的

　（申請事業を開催しようと思った理由・背景など　２００文字以内及び５行以内）
２． 事業の企画性

　（事業目的を達成するために、また、事業をより魅力あるものにするために工夫した点など　４００文字以内及び１０行以内）

３． 事業の実行性

    （具体的な展開方法、地域住民や関係団体の巻き込みについて、動員人数、財源の捻      　　出方法、問題や障害になった事項などについて　４００文字以内及び１０行以内）

４．　事業のメンバーの協力度
    （対象事業に対しメンバーの理解・協力・参加などが得られ、ＬＯＭのチームワークが発揮されているか。　２００文字以内及び５行以内）
５． 地域社会の影響度・貢献度
  　（事業の拡大・継続に向けての改善点、問題点の解決策などについて　２００文字以内及び５行以内）
６．今後の展望と将来性
　（この事業が今後、どのような広がりをみせ、未来につながっていくか　２００文字以内及び５行以内）
・会員開発事業


・会員拡大・広報活動


に該当する対内的事業





・地域開発事業


・教育・青少年関係推進事業


・国際開発事業


　に該当する対外的事業





【対外事業】








受 賞 規 定





【対内事業】





★グランプリ獲得条件


書類審査において最高得点の１事業


★準グランプリ獲得条件


書類審査において２位得点の１事業








「褒賞の栞」ＨＰにて発刊　　　　　　　　　　　５月１日（土）


褒賞登録申請受付開始





１次審査





対外事業


１次審査９月１２日（日）








登録申請に必要な提出資料





グランプリ発表・表彰　　　　　　　　　１０月１６日（土）ブロック会員大会内








ａ）褒賞登録申請・概要書　　　ｂ）アルバム





登録申請に必要な提出資料





ネット審査





* 書類審査通過条件


対外事業エントリー事業のうち上位得点の１２事業、但し審査員１人３０点満点×審査員数(２８人）＝８４０点の７０％以上の得点数が必要


要








２次審査





★グランプリ獲得条件


２次審査において最高得点の１事業


★準グランプリ獲得条件


２次審査において２位得点の１事業








通過事業　２次審査用書類提出締切り　９月２１日（火）２０：００まで





褒賞登録申請受付締切り　　　　　　　　　９月８日（木）２０:００まで





２次審査９月２６日（日）





通過発表　９月１５日（水）頃　


ＨＰにて





対内事業


ネット審査９月１５日（水）～


ＨＰ上にて各ＬＯＭ理事長・次年度理事長予定者によるインターネット審査





ａ）褒賞登録申請・概要書　ｂ）事業の写真１０枚
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